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○釧路市港湾環境整備施設条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２２３号  

（趣旨）  

第１条 この条例は、釧路市港湾施設管理条例（平成１７年釧路市条例第２

２２号。以下「管理条例」という。）第５条の規定により通常使用の許可

を必要としない施設とされたもののうち、港湾環境整備施設の管理及び使

用に関し必要な事項を定めるものとする。  

（対象施設）  

第２条 この条例の対象とする港湾環境整備施設（以下「施設」という。）

の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

（入場料）  

第３条 施設の入場料は、無料とする。  

（入場の制限）  

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の入場を制限

することができる。  

（１） 他人に迷惑をかけ、又は施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。  

（２） 施設又はその建物、附属設備若しくは資料を損傷し、又は滅失す

るおそれがあるとき。  

（３） その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。  

（幸町緑地における行為の制限）  

第５条 施設のうち幸町緑地において、次に掲げる行為をしようとする者は、

市長に申請し、その許可を受けなければならない。  

（１） 行商、募金その他これらに類する行為をすること。  

（２） 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。  

（３） 興行を行うこと。  

（４） 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設

の全部又は一部を独占して使用すること。  
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２  前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、

市長に申請し、その許可を受けなければならない。  

３  市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の幸町緑地の利用に支障を及ぼ

さないと認める場合に限り、前２項の許可を与えることができる。ただし、

次の各号のいずれかに該当する者については、前２項の許可を与えない。  

（１） 幸町緑地における行為の許可の取消しを受け、その取消しの日か

ら２年を経過していない者  

（２） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利

益になると認められる行為を行おうとする者  

４  市長は、第１項又は第２項の許可に幸町緑地の管理上必要な範囲内で条

件を付すことができる。  

（有料施設）  

第６条 施設のうち有料で使用させるもの（以下「有料施設」という。）は、

次に掲げるとおりとする。  

施設の名称  有料施設  

幸町緑地  野外ステージ  

２  有料施設を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなけ

ればならない。  

３  市長は、有料施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用に

ついて条件を付すことができる。  

４  市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の使

用を許可しない。  

（１） 公益を害するおそれがあるとき。  

（２） 施設又はその建物、附属設備を損傷するおそれがあるとき。  

（３） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利

益になると認められるとき。  

（４） その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。  

５  第２項の規定により有料施設の使用の許可を受けた者は、その有料施設
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の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければなら

ない。  

（使用料）  

第７条 第５条第１項（第４号を除く。）若しくは第２項又は前条第２項の

許可を受けた者は、別表第２に掲げる額の使用料を納付しなければならな

い。  

２  市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させ

ることができる。  

（権利の譲渡禁止等）  

第８条 第５条第１項又は第６条第２項の許可を受けた者は、その権利を他

人に譲渡し、又は転貸してはならない。  

（監督処分）  

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規

定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を

変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずること

ができる。  

（１） この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者  

（２） この条例の規定による許可に付した条件に違反している者  

（３） 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた

者  

（４） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利

益になると認められる行為をしている者  

２  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規

定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規

定する必要な措置を命ずることができる。  

（１） 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合  

（２） 施設の保全又は公衆の施設の利用に著しい支障が生じた場合  

（３） 施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要
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が生じた場合  

（損害賠償）  

第１０条  施設又はその建物、附属設備若しくは資料を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由

があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。  

（準用）  

第１１条  この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用については、

管理条例の規定を準用する。  

（委任）  

第１２条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市港湾環境整備施設条

例（平成１７年釧路市条例第３１号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附  則（平成２２年６月１８日条例第３３号）  

この条例中第１条の規定は平成２２年７月１日から、第２条の規定は規則

で定める日から施行する。  

（規則で定める日  平成２３年２月２８日規則第４号により平成２

３年４月１日）  

附  則（平成２３年３月１８日条例第２０号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  

（規則で定める日  平成２４年３月３１日規則第２７号により平成

２４年４月１日）  

附  則（平成２３年９月２０日条例第３５号）  

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  
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附  則（平成２６年３月２０日条例第１４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第１条中釧路

市港湾施設管理条例第１２条第１項の改正規定（同項第１号に係る部分に

限る。）及び附則第５項の改正規定、第２条中釧路市港湾環境整備施設条

例別表第２第２号の改正規定並びに第３条の規定は、同年５月１日から施

行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

５  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第

２３条から第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条ま

で、第３７条、第４０条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第

６７条及び第７１条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第

２項第３号から第５号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使

用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」という。）に係る

使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等

又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例によ

る。  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  
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名称  位置  

港区  地区  所在地  

大町地区港湾休憩

所  

東港区  南地区  釧路市大町２丁目１番１２号  

入舟緑地  釧路市大町２丁目１番  

幸町緑地  北地区  釧路市幸町３丁目１番地から

５番地まで及び９番地、幸町４

丁目１番地、浪花町３丁目４番

地から８番地まで、浪花町４丁

目１２番地から１４番地まで、

南浜町１番  

副港緑地  副港地区  釧路市浜町３番  

西港緑地  西港区  第１埠頭地区  釧路市西港１丁目２５番地  

石油緩衝緑地  釧路市西港１丁目９８番地  

西港１号緑地  釧路市西港１丁目９９番地  

西港２号緑地  第２埠頭地区  釧路市西港１丁目１００番地  

別表第２（第７条関係）  

（１） 第５条第１項各号に掲げる行為をする場合  

行為  単位  金額  

行商、募金その他これらに類する行為  １平方メートル１日

につき  

４０円  

業として行う写真の撮影  写真機１台１日につ

き  

１００円  

業として行う映画及びテレビの撮影

（報道を除く。）  

１日につき  １，４７０円  

興行  １００平方メートル

３時間につき  

７８０円  
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備考  行為に要する面積１平方メートル未満の端数は、１平方メートルと

して計算する。  

（２） 有料施設を使用する場合  

野外ステージ  

区分  ９～１２時  １２～１５

時  

１５～１８

時  

１８～２１

時  

入場料有料  営利目的  ５，２４０

円  

５，２４０

円  

５，２４０

円  

７，３４０

円  

非営利目的  １，０４０

円  

１，０４０

円  

１，０４０

円  

１，４６０

円  

入場料無料  営利目的  ２，６２０

円  

２，６２０

円  

２，６２０

円  

３，６７０

円  

非営利目的  ５２０円  ５２０円  ５２０円  ７３０円  

備考  野外ステージを使用する場合において、電源コンセントを使用する

ときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の電気料を

加算する。  

（１） １面（４口）  １時間当たり２００円  

（２） ２口  １時間当たり１００円  

 


